
議案第２２号 

 

   所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

 

 所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別記のとおり制定する。 

 

  令和４年 ２月１７日提出 

                 所沢市長 藤 本 正 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 所沢市（仮称）第２一般廃棄物最終処分場設計及び建設事業者選定委員会の廃

止に伴い、所要の改正を行うため、本案を提案するものである。 
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   所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３年条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１（仮称）第２一般廃棄物最終処分場設計及び建設事業者選定委員会委

員の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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